
改正前 

 配偶者控除（納税義務者の所得制限はなし） 

 参考 

配偶者の給与収入 

(給与所得だけの場合) 

配偶者の合計所得金額 

３８万円以下 

所得税控除額 

（老人控除額） 

３８万円 

(４８万円) 
１０３万円以下 

住民税控除額 

（老人控除額） 

３３万円 

(３８万円) 

 ※老人控除額とは７０歳以上の配偶者の控除額です。 

 

 

 

改正後 

 配偶者控除（納税義務者の合計所得が１，０００万円超の場合は受けられません） 

 納税義務者の合計所得金額 

(納税義務者が給与所得のみの場合の給与収入) 
参考 

配偶者の給与収入 

(給与所得だけの場合) 

９００万円以下 

(１，１２０万円以下) 

９００万円超 

９５０万円以下 

１，１２０万円超 

１，１７０万円以下 

９５０万円超 

１，０００万円以下 

１，１７０万円超 

１，２２０万円以下 

配偶者の合計

所得金額 

３８万円以下 

所得税控除額 

(老人控除額) 

３８万円 

(４８万円) 

２６万円 

(３２万円) 

１３万円 

(１６万円) 
１０３万円以下 

住民税控除額 

(老人控除額) 

３３万円 

(３８万円) 

２２万円 

(２６万円) 

１１万円 

(１３万円) 

 ※老人控除額とは７０歳以上の配偶者の控除額です。 


